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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１無線通信システムおよび第２無線通信システムによる情報の送受信が可能な送受信
手段と、
　前記第１無線通信システムおよび第２無線通信システムによる情報の受信が可能な受信
手段と、
　少なくとも前記第２無線通信システムが前記送受信手段および／または前記受信手段を
用いて情報の送受信を行うとともに、所定のタイミングで前記受信手段を前記第２無線通
信システムから第１無線通信システムに切り替えて、前記第１無線通信システムが前記受
信手段を用いた待ち受け処理を行うモードを設定する設定手段と、
　該設定手段により前記モードが設定されている際に、第１無線通信システムが待ち受け
処理を行う待ち受け状態から圏外状態に遷移すると、前記受信手段を用いて当該第１無線
通信システムを待ち受け状態へ復帰させる復帰処理を行う制御手段と、
を有することを特徴とする無線通信装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記受信手段を用いて当該第１無線通信システムを待ち受け状態へ復
帰させる復帰処理を行う場合、前記第２無線通信システムが前記受信手段を用いて情報の
受信を行うことを禁止することを特徴とする請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第１無線通信システムが待ち受け処理を行う待ち受け状態から圏
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外状態に遷移した際に、前記第２無線通信システムが前記送受信手段および／または前記
受信手段を用いて情報の送受信を行っていない場合は、前記送受信手段を用いて当該第１
無線通信システムを待ち受け状態へ復帰させる復帰処理を行うことを特徴とする請求項１
に記載の無線通信装置。
【請求項４】
　第１無線通信システムおよび第２無線通信システムによる情報の送受信が可能な送受信
手段と、前記第１無線通信システムおよび第２無線通信システムによる情報の受信が可能
な受信手段とを用いた無線通信方法であって、
　少なくとも前記第２無線通信システムが前記送受信手段および／または前記受信手段を
用いて情報の送受信を行うとともに、所定のタイミングで前記受信手段を前記第２無線通
信システムから第１無線通信システムに切り替えて、前記第１無線通信システムが前記受
信手段を用いた待ち受け処理を行うモードが設定されている際に、第１無線通信システム
が待ち受け処理を行う待ち受け状態から圏外状態に遷移すると、前記受信手段を用いて当
該第１無線通信システムを待ち受け状態へ復帰させる復帰処理を行うことを特徴とする無
線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置および無線通信方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話等の無線通信装置には、それぞれの規格に応じた複数の方式が存在して
おり、例えば、日本の携帯電話方式では、ＴＤＭＡ方式、ＣＤＭＡ方式が普及している。
【０００３】
　通常、無線通信装置は、何れか１つの規格に対応するように構成されているが、最近の
例えば携帯電話方式では、端末の普及に伴って各方式に割当てられている周波数帯が逼迫
していることから、マルチバンドへの移行が考えられている。また、安定した高機能のサ
ービスを提供することから、異なる周波数帯間でのハンドオフや、複数の通信システム（
例えば、ｃｄｍａ２０００　１ｘ方式と１ｘＥＶＤＯ方式等）で通信を行うマルチバンド
／マルチモード化も行われている。
【０００４】
　このようなマルチバンド／マルチモードに対応する無線通信装置として、例えばＴＤＭ
Ａ方式とＣＤＭＡ方式とを組み合わせ、プライマリアンテナにＴＤＭＡ方式の送受信部と
ＣＤＭＡ方式の送信部とを結合し、セカンダリアンテナにＣＤＭＡ方式の受信部を結合し
た携帯電話端末が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、最近では、ｃｄｍａ２０００　１ｘＥＶＤＯシステムでの送受信をプライマリア
ンテナで行うと同時に、ｃｄｍａ２０００　１ｘシステムでの受信をセカンダリアンテナ
で行うＳＨＤＲ（Ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ　Ｈｙｂｒｉｄ　Ｄｕａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅ
ｒ）機能を搭載して、プライマリアンテナによる通信のスループットの向上を図ったマル
チバンド／マルチモード対応の携帯電話端末も考えられている。
【０００６】
　図４は、このようなＳＨＤＲ機能を搭載した携帯電話端末の要部の概略構成を示す機能
ブロック図である。
【０００７】
　この携帯電話端末は、８００ＭＨｚ帯でのｃｄｍａ２０００方式（以下、８００ＭＨｚ
帯と適宜略称する）および２ＧＨｚ帯でのｃｄｍａ２０００方式（以下、２ＧＨｚ帯と適
宜略称する）による１ｘの通信システムと、１ｘＥＶＤＯ（以下、単にＥＶＤＯと適宜略
称する）の通信システムとを有するとともに、１５７５．４２ＭＨｚ（以下、１．５ＧＨ
ｚ帯と適宜略称する）のＧＰＳ周波数の受信機能を有するもので、変調回路および復調回
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路を有するベースバンド部１００に接続された送信部（Ｔｘ）１０１、プライマリ受信部
（プライマリＲｘ）１０２およびセカンダリ受信部（セカンダリＲｘ）１０３を備えてい
る。
【０００８】
　送信部１０１およびプライマリ受信部１０２は、デュープレクサ１０４を介してプライ
マリアンテナ１０５に接続されて、８００ＭＨｚ帯および２ＧＨｚ帯での送受信が可能と
なっている。また、セカンダリ受信部１０３は、セカンダリアンテナ１０６に接続されて
、プライマリ受信部１０２と独立して８００ＭＨｚ帯、２ＧＨｚ帯および１．５ＧＨｚ帯
での受信が可能となっている。
【０００９】
　この携帯電話端末では、ＥＶＤＯシステムによる通信においてはダイバシティ方式を採
用するとともに、このＥＶＤＯ通信中には、定期的に１ｘ通信における基地局からの着信
を通知する報知情報（ページング）を受信して音声着信を監視するようにしており、その
動作モードとしてハイブリッドモードとＳＨＤＲ機能によるＳＨＤＲモードとがある。
【００１０】
　ハイブリッドモードでは、図５（ａ）に示すように、ＥＶＤＯ通信中にプライマリアン
テナ１０５側を定期的に１ｘ通信に切り替えて、ページングを受信するようにしている。
なお、このハイブリッドモードでは、セカンダリアンテナ１０６側においても、プライマ
リアンテナ１０５側と同期して、１ｘ通信によるページングをダイバシティ受信する場合
もある。また、ＳＨＤＲモードでは、図５（ｂ）に示すように、プライマリアンテナ１０
５側はＥＶＤＯ通信を連続させ、セカンダリアンテナ１０６側を定期的に１ｘ通信に切り
替えてページングを受信することにより、音声着信を監視するようにしている。
【００１１】
　ここで、ＳＨＤＲモードでは、図５（ｂ）に示したように、プライマリアンテナ１０５
側を１ｘ通信に切り替えることなく、ＥＶＤＯ通信を連続させるので、ハイブリッドモー
ドの場合と比較して、ＥＶＤＯ通信のスループットを向上することができる。
【００１２】
　しかし、セカンダリアンテナ１０６は、８００ＭＨｚ帯、２ＧＨｚ帯および１．５ＧＨ
ｚ帯の３バンドを受信するため、８００ＭＨｚ帯および２ＧＨｚ帯の２バンドで送受信す
るプライマリアンテナ１０５と比較して、８００ＭＨｚ帯や２ＧＨｚ帯のアンテナ利得は
、一般に低くなっている。例えば、図６に示すように、プライマリアンテナ１０５の８０
０ＭＨｚ帯および２ＧＨｚ帯におけるアンテナ利得が、それぞれ－３ｄＢｉおよび０ｄＢ
ｉであるのに対して、セカンダリアンテナ１０６の８００ＭＨｚ帯および２ＧＨｚ帯にお
けるアンテナ利得は、それぞれ－１０ｄＢｉおよび－３ｄＢｉとなっている。このため、
ＳＨＤＲモードでは、基地局からのページングの捕捉能力に関しては、ハイブリッドモー
ドよりも低くなる。
【００１３】
　そこで、従来は、図４に示すように、プライマリ受信部１０２あるいはセカンダリ受信
部１０３で受信されてベースバンド部１００に入力された実際の１ｘ受信感度と、閾値メ
モリ１０７に予め格納した１ｘ受信感度の上限閾値および下限閾値とをモード切替え部１
０８において比較し、その比較結果に基づいて、ハイブリッドモード中に１ｘ受信感度が
上限閾値を超えたらＳＨＤＲモードに切り替え、ＳＨＤＲモード中に１ｘ受信感度が下限
閾値以下になったらハイブリッドモードに切り替えるように、ベースバンド部１００、送
信部１０１、プライマリ受信部（プライマリＲｘ）１０２およびセカンダリ受信部（セカ
ンダリＲｘ）１０３を制御するようにしている。
【００１４】
　図７は、ＳＨＤＲ機能を搭載した携帯電話端末のＳＨＤＲモードにおける動作を説明す
るフローチャートである。携帯電話端末の制御部は、ＳＨＤＲモードで動作中に、１ｘシ
ステムが圏外状態であるか否かを判定する（ステップ３００）。１ｘシステムが圏内にあ
る場合は、１ｘシステムの待ち受け処理を行い（ステップ３０１）、待ち受けに成功した
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か否かを判定し（ステップ３０２）、待ち受けに成功した場合は、そのまま処理を終了す
る。待ち受けに失敗した場合は１ｘシステムが圏外状態へ遷移し（ステップ３０３）、こ
の場合は、パーシャルＳＨＤＲであるか否かを判定し（ステップ３０４）、パーシャルＳ
ＨＤＲであればＳＨＤＲモードをＯＮ状態に維持し（ステップ３０６）、パーシャルＳＨ
ＤＲでなければＳＨＤＲモードをＯＦＦにして処理を終了する（ステップ３０５）。なお
、パーシャルＳＨＤＲとは、使用するアプリケーションがＳＨＤＲ動作を必要とするモー
ドである。
【００１５】
　ステップ３００において、１ｘシステムが圏外状態である場合は、次に、１ｘシステム
の圏外スキャンの要求があるか否かを判定する（ステップ３０７）。圏外スキャンの要求
がない場合は、そのまま処理を終了する。圏外スキャンの要求がある場合は、次に、ＥＶ
ＤＯシステムによる通信が行われているか否かを判定する（ステップ３０８）。ＥＶＤＯ
システムによる通信が行われていない場合は、プライマリ受信部（プライマリＲｘ）で１
ｘシステムの圏外スキャンを行う（ステップ３０９）。
【００１６】
　ステップ３０８において、ＥＶＤＯシステムによる通信が行われている場合は、ダイバ
シティ受信がＯＮであるか否かを判定し（ステップ３１０）、ダイバシティ受信がＯＦＦ
であれば、プライマリ受信部（プライマリＲｘ）で１ｘシステムの圏外スキャンを行う（
ステップ３０９）。ダイバシティ受信がＯＮであれば、ＳＨＤＲモードがＯＮであるか否
かを判定し（ステップ３１１）、ＳＨＤＲモードがＯＦＦであれば、プライマリ受信部（
プライマリＲｘ）で１ｘシステムの圏外スキャンを行う（ステップ３０９）。ＳＨＤＲモ
ードがＯＮであればそのまま処理終了する。
【特許文献１】特開２００４－１５１６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　上述したＳＨＤＲ機能を搭載した携帯電話端末では、ＳＨＤＲモードにてＥＶＤＯ通信
を行っている場合に、１ｘシステムが圏外、すなわち待ち受けを継続できない状態へ遷移
すると、ハイブリッドモードへ切り替わる。このハイブリッドモードでは、１ｘシステム
が定期的にプライマリ受信部を使用するので、その間、ＥＶＤＯ通信が途切れるという問
題があった。また、１ｘシステムが圏外に遷移したときに、ハイブリッドモードへ切り替
わらずにＥＶＤＯ通信を行っていると、１ｘシステムが圏内、すなわち待ち受け状態へ復
帰することができなくなるという問題があった。
【００１８】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、ＳＨＤＲ
モードにおいて１ｘシステムが圏外へ遷移したときにおいても、ＥＶＤＯ通信を継続でき
るとともに１ｘシステムを待ち受け状態へ復帰させることができる無線通信装置および無
線通信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するため、本発明の無線通信装置は、第１無線通信システムおよび第２
無線通信システムによる情報の送受信が可能な送受信手段と、前記第１無線通信システム
および第２無線通信システムによる情報の受信が可能な受信手段と、少なくとも前記第２
無線通信システムが前記送受信手段および／または前記受信手段を用いて情報の送受信を
行うとともに、所定のタイミングで前記受信手段を前記第２無線通信システムから第１無
線通信システムに切り替えて、前記第１無線通信システムが前記受信手段を用いた待ち受
け処理を行うモードを設定する設定手段と、該設定手段により前記モードが設定されてい
る際に、第１無線通信システムが待ち受け処理を行う待ち受け状態から圏外状態に遷移す
ると、前記受信手段を用いて当該第１無線通信システムを待ち受け状態へ復帰させる復帰
処理を行う制御手段とを有することを特徴とする。
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【００２０】
　前記制御手段は、前記受信手段を用いて当該第１無線通信システムを待ち受け状態へ復
帰させる復帰処理を行う場合、前記第２無線通信システムが前記受信手段を用いて情報の
受信を行うことを禁止することが好ましく、また、前記制御手段は、前記第１無線通信シ
ステムが待ち受け処理を行う待ち受け状態から圏外状態に遷移した際に、前記第２無線通
信システムが前記送受信手段および／または前記受信手段を用いて情報の送受信を行って
いない場合は、前記送受信手段を用いて当該第１無線通信システムを待ち受け状態へ復帰
させる復帰処理を行うことが好ましい。
【００２１】
　また、本発明の無線通信方法は、第１無線通信システムおよび第２無線通信システムに
よる情報の送受信が可能な送受信手段と、前記第１無線通信システムおよび第２無線通信
システムによる情報の受信が可能な受信手段とを用いた無線通信方法であって、少なくと
も前記第２無線通信システムが前記送受信手段および／または前記受信手段を用いて情報
の送受信を行うとともに、所定のタイミングで前記受信手段を前記第２無線通信システム
から第１無線通信システムに切り替えて、前記第１無線通信システムが前記受信手段を用
いた待ち受け処理を行うモードが設定されている際に、第１無線通信システムが待ち受け
処理を行う待ち受け状態から圏外状態に遷移すると、前記受信手段を用いて当該第１無線
通信システムを待ち受け状態へ復帰させる復帰処理を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明は、ＳＨＤＲモードにおいて１ｘシステムが圏外へ遷移したときにおいても、セ
カンダリ受信部を使用して１ｘシステムの圏外スキャンを行うので、ＥＶＤＯ通信を継続
できるとともに１ｘシステムを待ち受け状態へ復帰させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は、本発明の無線通信装置
としての携帯電話端末の要部の概略構成を示す機能ブロック図である。本実施の形態の携
帯電話端末は、図４と同様に、８００ＭＨｚ帯および２ＧＨｚ帯によるｃｄｍａ２０００
　１ｘの第１無線通信システム（以下、１ｘシステムと適宜略称する）と、１ｘＥＶＤＯ
の第２無線通信システム（以下、ＥＶＤＯシステムと適宜略称する）とを有するとともに
、１．５ＧＨｚ帯のＧＰＳ周波数の受信機能を有するものである。
【００２４】
　図１に示す携帯電話端末は、送信部（Ｔｘ）１と、プライマリ受信部（プライマリＲｘ
）２と、セカンダリ受信部（セカンダリＲｘ）３と、制御部（制御手段）４と、受信アン
テナ制御部（設定手段）５と、ダイバシティ制御値とＳＨＤＲ制御値を格納するメモリ６
とを備えている。なお、図４に記載したベースバンド部、デュープレクサ、閾値メモリお
よびその説明は、本発明の内容と直接には関係しないので省略している。図１において、
送信部（Ｔｘ）１およびプライマリ受信部（プライマリＲｘ）２は、８００ＭＨｚ帯およ
び２ＧＨｚ帯での送受信が可能となっている。また、セカンダリ受信部（セカンダリＲｘ
）３は、プライマリ受信部２と独立して８００ＭＨｚ帯、２ＧＨｚ帯および１．５ＧＨｚ
帯での受信が可能となっている。また、セカンダリ受信部３に接続されているセカンダリ
アンテナは、プライマリ受信部２に接続されているプライマリアンテナよりもアンテナ利
得が低いものとする。
【００２５】
　本発明の第１実施の形態は、上述した携帯電話端末において、ＳＨＤＲモードにおいて
、ＥＶＤＯシステムによる通信中に、１ｘシステムが待ち受け処理を行う待ち受け状態か
ら圏外状態に遷移すると、制御部（制御手段）８が、セカンダリ受信部（セカンダリＲｘ
）３を用いて１ｘシステムを待ち受け状態へ復帰させる復帰処理を行うものである。
【００２６】
　図２は、上述した携帯電話端末における第１実施の形態の動作を説明するフローチャー
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トである。制御部（制御手段）４は、ＳＨＤＲモードで動作中に、１ｘシステムが圏外状
態であるか否かを判定する（ステップ１００）。１ｘシステムが圏内にある場合は、定期
的に１ｘシステムにおける基地局からの着信を通知する報知情報（ページング）を受信し
て音声着信を監視する１ｘシステムの待ち受け処理を行う（ステップ１０１）。次に、待
ち受けに成功したか否かを判定し（ステップ１０２）、待ち受けに成功した場合は、その
まま処理を終了する。待ち受けに失敗した場合は１ｘシステムが圏外状態へ遷移し（ステ
ップ１０３）、この場合は、ＳＨＤＲモードがＯＮ状態か否かを判定し（ステップ１０４
）、ＳＨＤＲモードがＯＮ状態であれば、ＯＮ状態を維持し（ステップ１０５）、ＳＨＤ
ＲモードがＯＮ状態でなければ、そのまま処理を終了する。
【００２７】
　ステップ１００において、１ｘシステムが圏外状態である場合は、次に、１ｘシステム
の圏外スキャンの要求があるか否かを判定する（ステップ１０６）。圏外スキャンの要求
がない場合は、そのまま処理を終了する。圏外スキャンの要求がある場合は、次に、ＥＶ
ＤＯシステムによる通信が行われているか否かを判定する（ステップ１０７）。ＥＶＤＯ
システムによる通信が行われていない場合は、プライマリ受信部（プライマリＲｘ）２で
１ｘシステムの圏外スキャンを行って、１ｘシステムを待ち受け状態へ復帰させる（ステ
ップ１０８）。
【００２８】
　ステップ１０７において、ＥＶＤＯシステムによる通信が行われている場合は、メモリ
６内に格納されているＳＨＤＲ制御値によりＳＨＤＲモードがＯＮか否かを判定し（ステ
ップ１０９）、ＳＨＤＲモードがＯＦＦの場合は、プライマリ受信部（プライマリＲｘ）
２で１ｘシステムの圏外スキャンを行う（ステップ１０８）。ＳＨＤＲモードがＯＮの場
合は、次に、メモリ６内に格納されているダイバシティ制御値によりダイバシティ受信が
ＯＮか否かを判定し（ステップ１１０）、ダイバシティ受信がＯＦＦの場合は、プライマ
リ受信部（プライマリＲｘ）２でＥＶＤＯ通信の受信を行い、セカンダリ受信部（セカン
ダリＲｘ）３で１ｘシステムの圏外スキャンを行う（ステップ１１２）。ダイバシティ受
信がＯＮの場合は、ＥＶＤＯシステムがセカンダリ受信部（セカンダリＲｘ）３を用いて
情報の受信を行うことを禁止する（ステップ１１１）。そして、プライマリ受信部（プラ
イマリＲｘ）２でＥＶＤＯ通信の受信を行い、セカンダリ受信部（セカンダリＲｘ）３で
１ｘシステムの圏外スキャンを行う（ステップ１１２）。
【００２９】
　ＳＨＤＲ機能を搭載した現状の携帯電話端末では、ＳＨＤＲモードにてＥＶＤＯ通信を
行っている場合に、１ｘシステムが圏外、すなわち待ち受けを継続できない状態へ遷移す
るとハイブリッドモードへ切り替わり、このハイブリッドモードでは、１ｘシステムが定
期的にプライマリ受信部を使用するので、その間、ＥＶＤＯ通信が途切れるという問題が
あるが、本発明の第１実施の形態では、ＳＨＤＲモードをＯＮとしたままダイバシティ受
信をＯＦＦにした場合に、セカンダリ受信部（セカンダリＲｘ）３を使用してハイブリッ
ドモードの動作時に行う圏外スキャンを行うことにより、プライマリ受信部（プライマリ
Ｒｘ）２が１ｘシステムの受信に占有されることがないので、プライマリ受信部（プライ
マリＲｘ）２でＥＶＤＯシステムによる通信が継続可能である。
【００３０】
　また、ＳＨＤＲ機能を搭載した現状の携帯電話端末では、１ｘシステムが圏外に遷移し
たときに、ハイブリッドモードへ切り替わらずにＥＶＤＯ通信を行っていると、１ｘシス
テムを圏内、すなわち待ち受け状態へ復帰させることができなくなるという問題があるが
、本発明の第１実施の形態では、ＳＨＤＲモードをＯＮとしたままダイバシティ受信をＯ
ＦＦにして、セカンダリ受信部（セカンダリＲｘ）３を使用して１ｘシステムの圏外スキ
ャンを行うので、１ｘシステムを待ち受け状態へ復帰させることが可能である。
【００３１】
　次に、本発明の第２実施の形態について説明する。ＳＨＤＲモードの動作を行っている
場合における１ｘシステムの待ち受け動作では、基地局の規制状況を参照していないため
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、発信規制のかかっている基地局で待ち受けを行っていた場合は、１ｘシステムにより発
信動作を行おうとした場合に発信が行えない場合があった。本発明の第２実施の形態は、
第１実施の形態により、ＳＨＤＲモードにおいて１ｘシステムが圏外へ遷移したときにお
いても待ち受け状態へ復帰できるようにするとともに、さらに１ｘシステムの待ち受け動
作において基地局の規制状況を把握して、規制状況が低い基地局、発信規制のない基地局
と待ち受けを行い、発信が行えるようにするものである。
【００３２】
　図３は、基地局の規制状況を把握して規制状況が低い基地局、発信規制がかかっていな
い基地局を探して待ち受けを実施するときの動作を説明するフローチャートである。本発
明の携帯電話端末は、最近待ち受けを行った基地局のリスト（待ち受け管理リスト）を作
成してメモリ６内に格納している。待ち受け管理リストは、リスト管理情報とリスト０～
Ｎからなる。リスト管理情報には、登録リスト先頭ポインタと空きリスト先頭ポインタが
格納され、リスト０～Ｎには、それぞれ最近待ち受けを行った各基地局のバンドクラス、
チャンネル、ＰＮ（Ｐｓｅｕｄｏ　Ｎｏｉｓｅ）値、ＰＳＩＳＴ（規制値）、ＡＣＣＴ（
発信規制値）等が格納されている。
【００３３】
　制御部（制御手段）４は、ステップ２００において、１ｘシステムの待ち受け処理を行
う。次に、待ち受け管理リストをサーチして現基地局がリストの中にあるか否かを判定し
（ステップ２０１）、現基地局がリストの中にある場合は、現基地局の登録リストのポイ
ンタを取得し（ステップ２０２）、時刻を取得し（ステップ２０７）、ＰＳＩＳＴ値を取
得し（ステップ２０８）、ＡＣＣＴ値を取得する（ステップ２０９）。そして、取得した
時刻、ＰＳＩＳＴ値、ＡＣＣＴ値を用いて登録リストを更新する。次に、取得したＰＳＩ
ＳＴ値を、待ち受け管理リスト中の他の全ての基地局のＰＳＩＳＴ値と比較し（ステップ
２１０）、取得した現基地局のＰＳＩＳＴ値が他の基地局のＰＳＩＳＴ値より高ければ、
１ｘシステムを圏外に遷移させ（ステップ２１２）、現基地局を捕捉対象から外す（ステ
ップ２１３）。
【００３４】
　ステップ２１０において、現基地局のＰＳＩＳＴ値が他の基地局のＰＳＩＳＴ値より高
くなければ、取得したＰＳＩＳＴ値を、待ち受け管理リスト中の他の全ての基地局のＰＳ
ＩＳＴ値と比較する（ステップ２１１）。現基地局のＰＳＩＳＴ値が他の基地局のＰＳＩ
ＳＴ値より低ければステップ２１０に戻り、現基地局のＰＳＩＳＴ値が他の基地局のＰＳ
ＩＳＴ値と同じ場合は、ＡＣＣＴ値を比較し（ステップ２１４）、現基地局のＡＣＣＴ値
が他の基地局のＡＣＣＴ値より高ければ、１ｘシステムを圏外に遷移させ（ステップ２１
５）、現基地局を捕捉対象から外す（ステップ２１６）。ステップ２１４において、現基
地局のＡＣＣＴ値が他の基地局のＡＣＣＴ値より低い、または同じならばステップ２１０
に戻る。
【００３５】
　ステップ２０１において、現基地局がリストの中にない場合は、待ち受け管理リストの
中から空きリストを取得し（ステップ２０３）、現基地局のバンドクラス、チャンネル、
ＰＮ値、時刻、ＰＳＩＳＴ（規制値）、ＡＣＣＴ（発信規制値）を取得して待ち受け管理
リストに登録する（ステップ２０４～２０９）。
【００３６】
　なお、サーチした結果、基地局を捕捉できなかった場合や、一定期間が経過した場合に
は待ち受け管理リストの整理を行って登録リストの情報を新しくする。
【００３７】
　本発明の第２実施の形態では、１ｘシステムの待ち受け動作にて基地局の規制状況を把
握して、規制状況の高い、または発信の規制がかかっている基地局での待ち受け時には、
圏外へ遷移し、規制状況が低く、かつ発信の規制がかかっていない基地局を探して待ち受
けを実施することで、着信動作だけでなく、ＥＶＤＯシステムによる通信の切断後の１ｘ
システムでの発信をも考慮した動作が行えるため、ユーザの利便性を向上させることがで
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【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の携帯電話端末の要部の概略構成を示す機能ブロック図である。
【図２】第１実施の形態の動作を説明するフローチャートである。
【図３】第２実施の形態の動作を説明するフローチャートである。
【図４】ＳＨＤＲ機能を搭載した従来の携帯電話端末の概略構成を示す機能ブロック図で
ある。
【図５】ＥＶＤＯ通信におけるハイブリッドモードおよびＳＨＤＲモードを説明するため
の図である。
【図６】図４に示すプライマリアンテナおよびセカンダリアンテナの利得を示す図である
。
【図７】ＳＨＤＲ機能を搭載した携帯電話端末のＳＨＤＲモードにおける動作を説明する
フローチャートである。
【符号の説明】
【００３９】
　１　送信部（Ｔｘ）
　２　プライマリ受信部（プライマリＲｘ）
　３　セカンダリ受信部（セカンダリＲｘ）
　４　制御部
　５　受信アンテナ制御部
　６　メモリ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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